
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

国や県や市町村は、みなさんの安全で豊かなくらしを守るために、いろいろな

仕事をしています。そのためには、たくさんのお金が必要となります。このお金

は、国民が出し合っています。これを「税金」といいます。ですから、税金は共 同
きょうどう

社会
しゃかい

を維
い

持
じ

するための、いわば会費
か い ひ

であるといえます。 

 

 

税金は、国や県や市町村がいろいろな仕事をするための大切な財源
ざいげん

で、わたし

たちが社会の一員として暮らしていくためのいわば「会費
か い ひ

」のようなものです。

この会費
か い ひ

つまり税金をできるだけ公平に負担してもらうことが大切です。公平
こうへい

に

負担してもらうためには、負担する能 力
のうりょく

に応
おう

じて税金を払ってもらうことが必要

です。 

 

 

税金を納めるのは国民の義務
ぎ む

です。わが国の憲法
けんぽう

では、第３０条で「国民は、

法律の定めるところにより、納税
のうぜい

の義務
ぎ む

を負
お

う」とのきまりを定めています。 

これが、いわゆる「納税
のうぜい

の義務
ぎ む

」で「勤労
きんろう

の義務
ぎ む

」「教 育
きょういく

の義務
ぎ む

」とともに、

国民の三
さん

大義務
だ い ぎ む

と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

税についてのお問合せ・相談 

国税は 鶴岡税務署 電話 22-1401（代表） 

県税は 山形県庄内総合支庁税務課 

電話 66-542２ 

市税は 課税課・納税課 電話 25-2111（代表） 

 

税についてもっと知りたいときは 

次のホームページをご覧ください 

国税庁：https://www.nta.go.jp/  

山形県：https://www.pref.yamagata.jp/ 

鶴岡市：https://www.city.tsuruoka.lg.jp/ 

 
 

 

税金ってなんだろう？ 

なぜ税金ってあるの？ 

なぜたくさんの税金の種類があるの？ 

税金は納めなくてはいけないの？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市の予算づくりの手順☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金の流れや使い方の決め方は？ 

市 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

民 

○福 祉   ○学校教育 

○道 路   ○清 掃 

○下水道   ○衛 生 

○農林水産業 ○商工業 

 など 

[公共施設・公共サービス] 

市民のための仕事 

税金は姿を変えて、 
また私たちのところへ 

 

【 】 
〈歳出〉

鶴岡市役所 

交付金・補助金など 

市 
〈市税〉 

予算の提出 

議 決 

県

庁 

県 
〈県税〉 

予算の提出 

議 決 

県議会 

市議会 

内 
 

閣 

国 
〈国税〉 予算の提出 

議 決 

国 会 

県民のための仕事 

国民のための仕事 

市民の選挙によって選ばれた代表（議員）が、市議会で話し
合って予算を決定します。 
国や県でも、同じように私たちの代表が、国会や県議会で予
算を決めています。 

財
政
課 

担
当
課 

市 

長 

予算案提出 

市
議
会 

新
年
度
予
算
決
定 

市では、いろいろな仕事のためにそれぞれどのくらいのお金が必要かを話し
合い、配分を決めます。これを予算といいます。 

鶴岡市の新年度の予算づくりは前年の１０月から１１月ごろにスタートし、
新年度の始まる前の３月までに予算が成立するようにしています。 



 

 

 

 

 

 

税は歴史の中で、そのかたちを何度

も変えてきました。それは社会の変化

によって、求められる税のあり方も変

わったからです。 

歴史をさかのぼってみてみましょ

う。 

 

 

 

 

中国の魏
ぎ

志
し

倭
わ

人伝
じんでん

という歴
れき

史書
し し ょ

の中に、

３世紀
さ ん せ い き

ごろの日本に邪
や

馬
ま

台
たい

国
こく

という国があ

り、卑弥呼
ひ み こ

という女 王
じょうおう

が国を治
おさ

めていたと書

かれています。 

人々は種
たね

もみや絹織物
きぬおりもの

をみつぎものとして

卑弥呼
ひ み こ

に納
おさ

め、これが日本の

税の出 発点
しゅっぱつてん

と 考
かんが

えられてい

ます。 

 

 

 

飛鳥
あ す か

時代
じ だ い

に行われた大化
た い か

の改新
かいしん

（645 年）

では公地
こ う ち

公民
こうみん

（土地
と ち

や人民
じんみん

を国家
こ っ か

のものとする

こと）など、新しい政治
せ い じ

の方針
ほうしん

が示
しめ

されました。 

701 年に完成
かんせい

した大宝
たいほう

律 令
りつりょう

では、租
そ

・庸
よう

・調
ちょう

という税
ぜい

や労役
ろうえき

をかける税のしくみができま

した。 

奈良
な ら

時代
じ だ い

には、墾
こん

田
でん

永年
えいねん

私
し

財法
ざいほう

（743 年）が制定
せいてい

さ

れ、土地の私有化
し ゆ う か

へと展開
てんかい

していきました。 

 

 

 

平安
へいあん

時代
じ だ い

には大きな寺社
じ し ゃ

や貴族
き ぞ く

の荘 園
しょうえん

が各地
か く ち

にでき、農民
のうみん

は荘 園
しょうえん

領 主
りょうしゅ

（土地
と ち

を所有
しょゆう

する地方
ち ほ う

の豪族
ごうぞく

）に年貢
ね ん ぐ

や公事
く じ

（糸
いと

・布
ぬの

・炭
すみ

・野菜
や さ い

などの

手工業
てこうぎょう

製品
せいひん

や採取物
さいしゅぶつ

）、夫役
ぶ や く

（労働
ろうどう

で納
おさ

める税
ぜい

）

などを納
おさ

めました。 

 

 

 

鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

は守護
し ゅ ご

、地頭
じ と う

や荘 園
しょうえん

領 主
りょうしゅ

のもとで

経済
けいざい

が発達
はったつ

しますが、農民
のうみん

には年貢
ね ん ぐ

のほかに

公事
く じ

と夫役
ぶ や く

が課
か

せられていました。 

室町
むろまち

時代
じ だ い

には、税の中心は年貢
ね ん ぐ

でしたが、

商 業
しょうぎょう

活動
かつどう

の発達
はったつ

により 商 工
しょうこう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して

も税
ぜい

が課
か

せられ、街道
かいどう

に設
もう

けられた関所
せきしょ

では、

関
かん

銭
せん

（通行税
つうこうぜい

）などが

税として課
か

せられま

した。 

 

 

 

 

全国
ぜんこく

統一
とういつ

を行った豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

は、土地を調査
ちょうさ

し

て太閤
たいこう

検地
け ん ち

を行い、農地
の う ち

の面積
めんせき

だけでなく、

農地
の う ち

の 収 穫
しゅうかく

高
だか

などを調
しら

べて年貢
ね ん ぐ

を納
おさ

めさせ

るようにしました。 

当時
と う じ

の税率
ぜいりつ

は、二
に

公一
こういち

民
みん

といい、収 穫
しゅうかく

の三分
さんぶん

の二
に

を年貢
ね ん ぐ

として納
おさ

めると

いう厳
きび

しいものでした。 

弥生時代① 

安土桃山時代⑤ 鎌倉・室町時代④ 

飛鳥・奈良時代② 平安時代③ 



 

 

 

 

江戸
え ど

時代
じ だ い

には、田畑
た は た

に課税
か ぜ い

される年貢
ね ん ぐ

の地租
ち そ

が

中 心
ちゅうしん

で米
こめ

などを納めたそうです。 

また、商 工
しょうこう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する税
ぜい

も、運 上
うんじょう

金
きん

・冥加
みょうが

金
きん

（株
かぶ

仲間
な か ま

と呼
よ

ばれる同業 者
どうぎょうしゃ

に商 売
しょうばい

の特権
とっけん

を認
みと

め る か わ り

に納
おさ

める税）

と い っ た か

た ち で 納
おさ

め

られました。 

 

 

 

 

明治
め い じ

政府
せ い ふ

は歳 入
さいにゅう

の安定
あんてい

を図
はか

るため、1873

年に地租
ち そ

改正
かいせい

を実施
じ っ し

しました。 

地租
ち そ

改正
かいせい

では土地の地価
ち か

の 3％を地租
ち そ

とし

て貨幣
か へ い

で納
おさ

めさせたそうです。 

また所得税
しょとくぜい

や法人税
ほうじんぜい

が導 入
どうにゅう

されたのもこの

頃
ごろ

です。 

ちなみに所得税
しょとくぜい

は、所得
しょとく

金額
きんがく

300 円以上
いじょう

の所得者
しょとくしゃ

に課税
か ぜ い

されるものでした。 

 

 

 

大 正
たいしょう

時代
じ だ い

から昭和
しょうわ

初期
し ょ き

にかけては、戦費
せ ん ぴ

調 達
ちょうたつ

のため、増税
ぞうぜい

が続きました。一方
いっぽう

で、現在
げんざい

ある税

のしくみができ始めたのもこの頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 年に源泉
げんせん

徴 収
ちょうしゅう

制度
せ い ど

が採用
さいよう

されまし

た。 

1946 年 に は 日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

が 公 布 さ れ 、

教 育
きょういく

、勤労
きんろう

にならぶ三
さん

大義務
だ い ぎ む

の一
ひと

つとして

「納税
のうぜい

の義務
ぎ む

」が定
さだ

められました。 

また翌年
よくねん

には、納税者
のうぜいしゃ

が自主的
じ し ゅ て き

に自分
じ ぶ ん

の所得
しょとく

や税額
ぜいがく

を計算
けいさん

して申告
しんこく

・納税
のうぜい

する申告
しんこく

納税
のうぜい

制度
せ い ど

が導 入
どうにゅう

され、1950 年

にはシャウプ勧告
かんこく

に基
もと

づ き 税制
ぜいせい

改革
かいかく

が 行
おこな

わ

れました。この勧告
かんこく

の

考
かんが

え方
かた

は、今日
こんにち

におい

ても税
ぜい

制度
せ い ど

の基盤
き ば ん

であ

るといわれています。 

 

 

1989 年（平成元年）に、商 品
しょうひん

の販売
はんばい

やサ

ービスの提 供
ていきょう

に対
たい

して 3％の税金を納
おさ

め消費税
しょうひぜい

の導 入
どうにゅう

や所得税
しょとくぜい

の減税
げんぜい

などを含
ふく

む大幅
おおはば

な税制
ぜいせい

の

改革
かいかく

が行われました。さらに消費税
しょうひぜい

は 1997 年

(平成 9 年)に 5％、2014 年（平成 26 年）に

は 8％、2019 年（令和元年）には 10％に変
か

わりました。 

 このように、経済
けいざい

社会
しゃかい

の変化にともない税の

制度
せ い ど

は変わってきました。これからも、豊
ゆた

かで

安定
あんてい

した社会
しゃかい

を築
きず

くために、税のしくみは変わ

っていくことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代⑥ 明治時代⑦ 

昭和時代⑨ 大正時代⑧ 

平成・令和時代⑩ 



　　791.1億円

　　791.1億円

241億6689万円
30.5%

72億6361万円 9.2%

111億5660万円 14.1%

69億4729万円
8.8%

83億5219万円

10.6%

88億8055万円

11.2%

46億5091万円 5.9%

43億1497万円 5.4%

27億1702万円 3.4%
2億7851万円 0.4%0.4％

161億1634万円
20.4%

239億597万円
30.2%

171億9408万円
21.7%

71億630万円
9.0%

147億8731万円
18.7%

令和 8年度

歳 入

〔一般会計予算〕

令和8年度

歳 出

〔一般会計予算〕

市の収入と支出は？

〔市税〕

〔地方交付税〕

〔国県支出金〕

〔市債〕

〔その他〕

〔民生費〕

お年寄りや体の不自
由な人などの生活を

助けるためや 保育所
などのために

〔衛生費〕

〔公債費〕

〔教育費〕

〔商工費〕

火災の防止や急病人を運ぶために

〔農林水産業費〕

農林業や漁業を盛んにするために

商業や工業を盛んにするために

借りたお金を返したり、
利子を払ったりするために ごみ処理や

病気の予防
のために

教育のために

〔総務費〕
市役所、文化会館

, コミュニティセンター
などの運営のために

〔土木費〕

道路、橋、公園、都市
の整備のために

議会など

〔その他〕
〔消防費〕

市の収入

市の支出

鶴岡市の令和8年度一般会計予算



鶴岡市の市民(人口）は113,767人です。（令和8年3月31日現在）

161億1634万円

14万1千円 69万5369円

市民１人あたりが
納める市税

市民1人あたりにすると

市民１人あたりに
使われるお金

71億7248万円
45%

67億3409万円
42%

7億8998万円
5%

8億1472万円
5%

4億8194万円
3% 1億2313万円

1%

令和8年度の市の予算は791.1億円です。
そのうち市税は、161億1634万円で、20.4%を占め、
市のさまざまな行政活動の原動力となっています。

〔固定資産税〕
土地や建物に
かかる税金

〔市民税〕
市民や会社の
所得にかかる税金

〔軽自動車税〕
バイクや軽自動車などの
所有にかかる税金

〔市たばこ税〕
たばこにかかる税金の一部

〔都市計画税〕
都市計画区域内の
定められた土地や
建物にかかる税金

令和8年度

市税総額

〔その他〕
市税の内訳は？



 

　（広報つるおか特集号　令和8年度「鶴岡市予算特集」より転載）

身近な財政支出

⓻ 消防費（消防や救急、救助活動などのためのお金）
２３，８８３ 円

③ 衛生費（健康増進やごみ処理などのためのお金）
６１，０６６ 円

⓵ 民生費（福祉や保育などのお金）

２１２，４２５ 円

歳出額を市民1人あたりに換算すると…695,369円

② 教育費（教育などのためのお金）
７８，０５９ 円

小学生

④ 土木費（道路や橋の建設などのためののお金）

６３，８４６ 円

⑤ 商工費（商工業や観光の振興ためのお金）

４０，８８１ 円

⑥ 農林水産業費（農林水産業振興のためのお金）

３７，９２８ 円

そのほか、

総務費（課税・納税・職員管理、企画の

ためのお金） …９８，０６５円

公債費（借金返済に充てるお金）

…７３，４１５円

議会費（市議会の運営のためのお金）

… ３，３５３円

⓼ 災害復旧費・労働費（自然災害の復旧工事のための

お金、雇用対策のためのお金）

２，４４８ 円 など
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